
議案第  105号  

 

 

   西脇市民会館等の管理に係る指定管理者の指定について  

 

 

 指定管理者として次の者を指定したいので、地方自治法（昭和 22年  

法律第 67号）第  244条の２第６項の規定により、議会の議決を求める。  

 

 

  令和元年 11月 29日  

 

 

                 西脇市長  片  山  象  三    

 

 

 

１  指定管理者の名称  

  公益財団法人  西脇市文化・スポーツ振興財団  

 

２  管理を行わせる施設の名称及び位置  

施設の名称  位    置  

西脇市民会館  西脇市郷瀬町  605番地  

西脇市立青年の家  西脇市上比延町 1434番地の８  

にしわき経緯度地球科学館  西脇市上比延町  334番地の２  

西脇市立音楽ホール  西脇市西脇  991番地  

西脇市天神池スポーツセンター  西脇市寺内  517番地の１  

 

３  管理を行わせる期間  

 ⑴  西脇市民会館  

   令和２年４月１日から西脇市民会館の供用廃止の日まで  

 ⑵  西脇市民会館以外の施設  

   令和２年４月１日から令和７年３月 31日まで  


